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第１ 外部監査の概要

１ 外部監査の種類

地方自治法第252条の37第１項及び京都府外部監査契約に基づく監査に関する条例の規定に基づく包括外部監査

２ 外部監査のテーマ（地方自治法第252条の37第１項にいう特定の事件）

2.1.選定したテーマ

道路事業（計画・整備・維持管理）の費用対効果について

2.2.テーマの選定理由

道路は生活や経済などの活動を行うために、不可欠で極めて重要な役割を果たしており、その意味で府民の生活に深

く関わっている。また、道路事業への投資は平成20年度で約400億円と巨額で、しかも事業期間は長期に亘ることから、

その採否の意思決定は京都府の現在のみならず将来に亘って財政に与える影響も大きいものがある。

全国的にも、多くの自治体では各種の住民サービスの削減を実施あるいは検討するほど地方財政は逼迫している。京

都府は昨年、平成19年度決算の自治体財政健全化法に基づく財政四指標を公表した。それによれば、第三セクターや職

員退職金なども含めた将来債務返済額の割合を示す「将来負担率」は238.9％で、財政健全化計画の策定を義務づけら

れる早期健全化基準の400％を下回った。とはいえ、収入に比し、倍以上の債務がある状態が健全であろうはずもなく、

巨額の建設費とメンテナンス費用を必要とする道路事業は、今後慎重でなければならないことは火を見るよりも明らか

である。

また、国政レベルにおいても道路にまつわる話題は、道路公団改革、いわゆるガソリン税の非目的税化の議論、不況

時における地方への公共事業としての道路敷設等、国民のみならず、各自治体にとっても大きな関心事となっている。

道路の特性として、他の建築物と異なり、一方的に増加するだけで、廃道となることは希にあるものの、減少するこ

とはほとんどない。その意味で新設する場合、検討を重ねなければならない。

また、国土交通省の基準（道路構造令・・・道路法に基づいて道路の幅員や曲線半径、勾配などを定めた政令）を充
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たすか充たさないかで、地方公共団体の負担割合が大きく変化するため、時として地方公共団体は、道路構造令を充足

して国の負担割合を大きくする（地方公共団体の負担割合を小さくする）ことを目標におく、ということが生じ、いき

おい、その地方にとって過剰とも思える構造の道路を建築することがある。しかし、国民レベルで考えれば、いずれが

負担したところで国民の負担であることには変わりはない。低成長が続くといわれる現在、過剰な社会資本が将来の国

民負担、言い換えれば若い世代や将来誕生する世代に過酷な税負担を強いることがないよう監視することは、現世代の

責務であろう。卑近なたとえながら、子供たちの犠牲の上に自己の生活充実を図ることが決してないように、子供たち

の笑顔を心にとどめながら、現世代の我々は社会生活を営なむことに意を注がなければならない、と考える。

国土交通省の「柔軟性のある道路構造令のあり方検討委員会」（委員長：東京大学生産技術研究所の桑原雅夫教授）

は2008年12月26日、道路構造令を柔軟に運用した事例を情報共有したり、歩道の幅員などの規定の見直しを検討したり

するよう求める提言をまとめたと伝えられる。

このように、多くの問題を包含した道路行政であるため、道路の建設・管理運営が、有効的・効率的・経済的のいわ

ゆる３Ｅをどの程度に充たした上で執行されているかを検証することは有意義であると思料し、本テーマを選定した。

なお、我々の監査の目的は、行政に対する３Ｅの観点からの意見であり、道路という公共施設を扱う道路行政がこれ

以外の様々な行政課題を含め、総合的に判断されることは、役割上、当然のことであり、異を唱えるものではない。

ただ、過剰でないかの不断の評価は必要であるし、ハードたる道路は、ソフトたる沿線各自治体や住民の創意工夫で

初めて活かされるものであり、府と一体となって小さなコストで大きな効果が得られる最大限の努力を期待したい。

３ 外部監査の実施期間

平成20年６月６日から平成21年３月９日まで

なお、監査対象期間は原則として平成19年度とするが、必要に応じて過年度にも遡及するとともに、平成20年度以降

の予算等についても参考としたことを申し添える。

４ 外部監査の方法

4.1.監査の要点（監査の着眼点）

① 道路関連予算について効果的・効率的な執行がなされているか。

② 1.5車線的道路整備など事業改革・コスト縮減の取組について、その費用対効果はどうか。

③ 道路の維持管理・修繕は、将来の維持管理費・更新費の縮減を視野に入れ、計画性を持って適切に行われている

か。

④ 府施策と京都府道路公社が行う事業との役割分担は適切か。また、公社の運営体制は効率的・効果的なものとな

っているか。

⑤ 入札制度等の活用によるコスト削減努力はなされているか。

⑥ これらの事務が、府民にとって有効で効率的なものになっているか。

4.2.主な監査手続

① 関係書類の閲覧

道路を所管する建設交通部各課より各種関係書類や資料の提供を受け、これらの通査・閲覧を通して道路の置か

れている状況の理解を深めるとともに、問題点等の検出に努めた。

② 関係者への質問

関係書類等を通じた理解のみでは不充分な点については、所管部署である建設交通部各課の担当者に対して直接

質問をし、回答を得るという形で監査を進めた。

③ 道路等の現場視察

監査の要諦は「現場確認」にあるといわれるように、監査対象となっている現場の視察が何よりも重要な監査手

続であると理解している。後述するように南北に長く展開する京都府の地理的条件から、監査対象となった道路も

各地に点在しているが、代表的な道路に臨場して、その概要を把握するとともに、現場責任者に対する質問等を積

極的に行い、その状況の把握に努めるとともに問題点の検出に注力した。

④ 上記の手続を通じて検出された問題点についての改善策の検討

監査の主目的が問題点の検出にあることは言うまでもなく、これは監査の批判的機能と説明されることが多い。

しかし、監査の機能はそれに留まるものではなく、検出された問題点をどのように改善するべきかという提案・提

言等を行うことも重要な役割である。それは監査の指導的機能ともいわれているが、こうした機能にも留意しつつ、

可能な限り改善策についての検討を加え、積極的な提案・提言に繋げられるよう努力した。

4.3.往査の実施状況

上記4.2.③でも述べたとおり、外部監査の実施にあたっては所管部署である建設交通部各課におけるヒアリングのみ
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ならず、代表的な道路等に赴いて、文字どおり最前線における道路の建設・管理運営状況を把握することに努めた。さ

らに、可能な限り関係機関へも出向いて現場の生の声を聴取することに心掛けた。

なお、この往査の状況は次のとおりである。

５ 包括外部監査人及び補助者の指名・資格

5.1.包括外部監査人

公認会計士・税理士 土江田 雅 史

5.2.包括外部監査補助者

大 阪 大 学 准 教 授 赤 井 伸 郎

公認会計士・税理士 谷 口 貢

公認会計士・税理士 津 田 穂 積

公認会計士・税理士 中 野 雄 介

（五十音順）

６ 利害関係

京都府と包括外部監査人ならびに補助者との間には、地方自治法第252条の29の規定により記載すべき利害関係はな

い。

第２ 監査対象の概要

１ 道路事業全般の概要

1.1.全国及び京都府における人口推移

わが国が直面している最大の課題として人口の減少が挙げられる。人口の減少は国力自体の低下をもたらすことにな

り、わが国のみならず、いわゆる先進国全体の課題である。わが国においても少子化の進行と老齢者の増加がもたらす

問題が深刻化しており、その顕著な例として年金問題が昨今の大きな話題として取り上げられている。この年金問題は、
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社会保険庁による杜撰な事務処理だけが問題となっているのではなく、少子化により減少している若年者層が、増加の

一途をたどる老齢者層を如何にして支えられるのか、先行きに見通しが立たないところに問題の本質があるといえる。

そもそも、この問題は「将来世代の負担」を如何に考えるかということであり、何も年金問題に限る議論ではない。

今回のテーマである道路事業においても「将来世代の負担」とは密接な関係があり、将来の道路事業を考える上で、常

に考慮しなければならないのである。

なお、京都府においても、人口の減少は問題となっている。特に、京都府は南北に長く展開する地形となっているが、

北部地域における人口減少は農林水産業といった産業の衰退と相俟って、問題は深刻である。

こうしたことから、道路整備のあり方を考えるに当たっては、将来世代の負担についても検討した上での費用対効果

と併せて、地域間の交流促進や観光振興など北部地域の振興に果たす役割も充分考慮する必要がある。

【表1.1-1】全国及び京都府の人口推移
（単位：千人）

※出典：全国人口＝「日本統計年鑑（平成21年）」

※出典：京都府人口「京都府統計書（平成18年）」

【表1.1-2】京都府の年齢各歳別人口

平成17年10月１日現在 平成12年10月１日現在

資料：総務省統計局（国勢調査報告） 資料：総務省統計局（国勢調査報告）
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【表1.1-3】市区町村別推計人口

各年10月１日現在

注１ 平成17年は国勢調査結果。

２ 推計人口は、国勢調査による人口を基礎としており、国勢調査結果が確定した時点で、前回国勢調査の翌年まで遡及して

改定する。
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【表1.1-4】市区町村別将来推計人口

注１ このデータは、平成７年と12年の国勢調査結果のみを用いて、５年間における男女・年齢５歳階級別死亡と人

口移動の動向及び７年の出生水準が将来も同様に持続するものと仮定して推計したものである。

したがって、将来の市区町村間の人口移動の動向や、団地造成、都市再開発、自然災害等による急激な人口増

減の要素は考慮されていない。

２ 各行政単位ごとに算出しているので、京都市各区の計と京都市、市町村計と京都府とは一致しない場合がある。

３ （再掲）京丹後市の数値は、平成16年４月に合併した６町の数値を単純に足しあげたものである。

資料：（財）統計情報研究開発センター（市区町村別将来推計人口）、総務省統計局（国勢調査報告）

【表1.1-1】のように、京都府下においても人口は、平成16年をピークに減少傾向に転じている。その内訳も、【表

1.1-2】のように平成12年に比して平成17年では高齢者層の人口が増加しているのに対し、若年層の人口が減少してい

るのが把握できる。特に京都府では【表1.1-3】でわかるように、平成19年において京都市に人口の55.7％が集中する

といった特殊な事情がある。その京都市は政令指定都市であることから、京都市内の道路事業は京都市が担っており、

京都府は京都市を除く地域を担うこととなる。よって、【表1.1-4】のように特に人口減少の影響を受ける京都市以外の
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地域の道路事業を京都府が担うことになり、今後の道路事業を考える上で特に注意を払う必要がある。

1.2.全国及び京都府における自動車保有台数の推移

アメリカの基幹産業である自動車産業を支えるビッグ３（ＧＭ、フォード、クライスラー）の経営不安が大きな話題

となっている。わが国における自動車産業も同様に業績悪化が報道され、販売台数の減少も伴って、かつてない程の生

産台数の縮小や、雇用の削減が行われようとしている。自動車産業といえば、わが国の戦後社会における花形産業であ

り続けたが、今後は必ずしもこの地位を継続できるとは限らない状況にある。これは、先ほど述べたようにわが国の人

口減少にも起因しており、少子化による若年層の減少や、所得の低下等による若者の車離れといった減少が生じている。

さらに、ここ数年、ガソリンが高騰し続けてきたこともこの傾向に拍車をかけた、と考えられる。これにより、これま

で右肩上がりであった自動車保有台数も【表1.2-2】のように、京都府では平成19年３月末をピークに減少傾向に転じ

ている。

【表1.2-1】全国の車種別自動車保有台数（軽自動車含む）

【表1.2-2】京都府の車種別自動車保有台数（軽自動車含む）

このことは大変重要なことであり、これまでの道路事業は国交省が定めた基準にしたがい、自動車保有台数の増加が

継続するとの仮定の下に実施されてきたが、自動車保有台数が減少傾向に転じ、今後も人口減少に歯止めはかからない

であろう。その傾向に変化はないことが予測されるため、今後の道路事業を考える上で重要な転機にさしかかったとい

える。実際、国土交通省は、今後の道路事業を考えるにあたり、自動車保有台数の減少傾向を織り込んだものとしよう

とすることを公表している。

また、昨今では若者の車離れも話題となっているが、【表1.2-3】【表1.2-4】のように、運転免許証の新規の交付が京

都府のみならず、全国で減少の一途をたどっている。これは、先に述べたように若年層の人口が減少しているのと、若

年層の所得低下や自動車離れに起因するものと考えられる。
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【表1.2-3】全国の運転免許証交付件数の推移

【表1.2-4】京都府の運転免許証交付件数の推移

さらには、今般において話題となった道路特定財源も、自動車保有台数の減少とともにガソリン等の消費量の低下、

また、ハイブリッドカー、電気自動車といった省エネルギー自動車の普及により減少することは明白である。よって、

道路特定財源の一般財源化とも相俟って、道路事業の原資自体が減少することになる。これにより、これまでのように

新たに道路を作り続けることは不可能な状況となるであろう。

1.3.全国及び京都府における建設業許可事業者数

わが国では、いわゆる小泉改革において公共事業の削減が打ち出され、平成14年度の当初予算では前年比10％の削減、

平成15年度以降も当初予算で前年比３％の削減が毎年実施されてきた。これにより、平成10年度のピークじでは14兆

9,000億円（補正後ベース）であった国の公共事業費は平成18年度では７兆8,000億円とほぼ半減近くまで落ち込むこと

になった。このような情勢の中、京都府においても同様に、平成10年度をピークに、それ以降は減少の一途をたどって

いる。これに伴い、京都府の建設業許可事業者数も【表1.3-2】のように、平成12年３月末をピークに減少傾向にある。

平成16年３月末から平成17年３月末にかけては若干の上昇傾向を見せたものの、それ以降は再び減少傾向に転じ、平成

20年３月末においてはピークであった平成12年３月末の16,088件に対して13,475件となり大幅に落ち込んでいる。この

ような状況の中、京都府における建設業者も公共事業依存型から民間事業への転換を図ることで生き残りをかけている

のである。しかしながら、今後も現況のような経済状況が続けば、更なる淘汰が進行することが予想される。

【表1.3-1】全国の建設業許可業者数・新規及び廃業等業者数の推移

※ 許可業者数については各年度末の数（３月末時点）の数、新規業者数、廃業等業者数については各

年度の数を表す。
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【表1.3-2】京都府の許可業者数・新規及び廃業等業者数の推移

出典：建設業許可業者数調査の結果について（概況）

※ 各年３月末現在

1.4.京都府における道路概要

1.4.1.道路の実延長

京都府内における道路（高速自動車国道、京都市内道路、自転車道を除く。）は平成19年４月１日現在、28,041路線、

11,646.7㎞となっている。このうち、京都府が管理する道路は257路線、2,153.5㎞である。京都府が管理する道路の内

訳は【図1.4.1】のように、一般国道（指定区間外：府管理）16路線、441.1㎞と主要地方道65路線、881.2㎞及び一般

府道176路線831.2㎞である。一般国道のうち、【図1.4.1】の一般国道（指定区間：国管理）は国土交通省近畿地方整備

局京都国道事務所及び福知山河川国道事務所が管理しており、同じ国道であっても国と都道府県に管理が分かれている

ことになる。このことは今般マスコミ等の報道で、二重行政となっており無駄であると指摘され、都道府県（政令市を

含む。）への整備・管理権限の移管を行うように見直しが迫られているのである。

【図1.4.1】京都府の道路の実延長

1.4.2.道路改良率

「道路改良率」とは、道路の実延長に対する道路改良済延長（車道幅員が5.5ｍ以上で、道路構造令の規格に適合す

る道路の延長）の割合のことである。よって、改良率が上がると大型車のすれ違いができる、あるいはカーブが曲がり

易くなるなど、道路の走行性が向上することになる。

京都府における管理道路の改良率は【図1.4.2】のように、平成19年４月１日現在において59.2％で全国40位と、全

国平均70.2％に比べて低い状況にあるといえる。
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京都府は南北に長く展開する地形となっており、また、平成19年において人口の55.7％が府庁所在地である京都市に

集中しているといった特徴がある。その京都市は政令指定都市であるため、京都市内の道路は京都府の管理道路には含

まれていない。そのため、京都府の管理道路は、京都市から日本海側の北部地方にかけての山間部が多い箇所の道路や、

京都府南部における奈良県や滋賀県、三重県との府県境で山間部が多い箇所の道路が対象となっていることが起因する

のである。そこで、京都府はこれらの山間地等の道路であり、受益者が限定される道路について、改良率の上昇は見込

めないものの、費用対効果の観点から、地域住民のニーズを勘案して、地域ごとに整備の優先順位を決定し、地域ごと

に策定した1.5車線的道路整備計画に基づき事業を推進しているといった特徴がある。

【図1.4.2】京都府管理道路の改良率

1.4.3.高速道路の整備状況

京都府内の高速道路は、京都縦貫自動車道では平成26年度全線開通に向けて、平成20年９月に綾部安国寺ＩＣ～京丹

波わちＩＣ間が供用された。また、平成22年度には鳥取豊岡宮津自動車道の一部、宮津野田川道路が完成の予定である。

さらには、新名神高速道路の城陽ＩＣ～八幡ＩＣ間が平成28年度の完成が予定されている。

府内の高速道路のうち、京都縦貫自動車道の管理は区間により業務分担が行われている。京都縦貫自動車道の丹波Ｉ

Ｃ～宮津天橋立ＩＣ間（事業中区間を含む）は京都府の外郭団体である京都府道路公社が、丹波ＩＣ～宮津天橋立ＩＣ

間（事業中区間を含む）を除く区間はＮＥＸＣＯ西日本が管理及び道路料金の徴収を行っている点に特徴がある。

なお、平成22年度に完成が予定されている鳥取豊岡宮津自動車道（宮津野田川道路）も京都府道路公社による管理が

予定されていたが、平成20年12月、有料化のメリットが小さいこと等を理由に無料化が決定された。
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【図1.4.3-1】京都府の高速道路整備状況

【図1.4.3-2】京都府における高速道路等の供用延長
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【表1.4.3】幹線道路等の状況

1.5.京都府における道路事業の組織

京都府において道路事業を所管しているのは建設交通部であり、平成19年度までは土木建築部という名称であった。

しかしながら、平成20年度に組織改正により政策企画部から交通対策課が移管され、現在の建設交通部に改称された。

建設交通部の機構図は【図1.5】、職員配置表は【表1.5-1】と【表1.5-2】のとおりである。なお、今回の監査におい

ては、本庁の建設交通部のみならず、関係機関である山城北土木事務所、中丹東土木事務所、丹後土木事務所及び外郭

団体である京都府道路公社綾部宮津道路管理事務所（舞鶴大江ＩＣ）の視察に赴いた。
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【図1.5】機構図
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【表1.5-1】職員配置表
（平成20年４月１日現在）

（注）１ 監理課には部長、指導検査課及び建築指導課には技監を含む。

２ 市町村派遣、公社等派遣職員及び市町村実務研修生（備考欄に記入）は外数である。
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【表1.5-2】土木事務所管内各市町村の面積・人口

※ 面積及び人口は「京都府統計書」（平成20年刊行）による。

（面積：平成18年10月１日現在、人口：平成17年10月１日現在（国政調査結果））

※ 水面境界未定の阿蘇海の面積（4.81�）は、合計欄のみ算入している。

２ 京都府における道路関係の予算

2.1.京都府全体の予算に占める道路関係予算の位置づけ

平成20年度の京都府一般会計当初予算額は【表2.1】のように8,223億円である。そのうち道路事業を所管する建設交

通部の予算額は819億円であり、京都府全体の予算額の約10％を占めることになる。
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【表2.1】平成20年度 京都府一般会計当初予算額内訳

2.2.京都府における道路関係予算の推移

京都府全体の府歳出予算額は【図2.2】のように平成10年度の9,606億円をピークに減少もしくは横ばいの傾向にあり、

平成20年度には8,223億円にまで落ち込んでいる。これに伴い、道路事業を所管（平成19年度までは土木建築部、平成

20年度からは建設交通部）する部所管予算額も、平成５年度の2,041億円をピークに府歳出予算額と同様の傾向をたど

り、平成20年度では819億円まで落ち込むことになった。これは、いわゆる小泉改革により、平成10年度以降、国の歳

出の削減が図られ、京都府も国からの補助金等の歳入が削減されたことを主因とする。

【図2.2】京都府における予算額の推移

2.3.京都府における道路関係予算の項別推移

京都府で道路事業を所管（平成19年度までは土木建築部、平成20年度からは建設交通部）する部所管予算額の項目別

推移は【図2.3】のとおりである。部所管予算額の項目の中で道路事業関係費を構成するのは「道路橋りょう費」の全
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額と「都市計画費」の大部分を占める街路事業費である。これら項目のいずれもが平成10年度以降の部所管予算額と同

様に、減少もしくは横ばいの傾向にある。よって、京都府の道路事業関係費は、平成10年度以降において縮小傾向にあ

ることがわかる。

【図2.3】京都府における部所管予算額の推移

３ 道路事業の分類と予算

3.1.道路事業の分類

京都府の道路事業は建設交通部が所管しているが、その中で道路事業に携わっている部署は【図3.1-1】のように

「道路計画課」「道路建設課」「道路管理課」の道路３課である。

「道路計画課」は道路事業の企画及び調査、国直轄道路事業、道路公社等に関することが業務内容であり、主に道路

の企画・立案に携わる部署である。

「道路建設課」は道路・橋梁の新設及び改築、街路事業等に関することが業務内容であり、主に道路の建設に携わる

部署である。

「道路管理課」は路線の認定、道路の管理、維持修繕、災害防除、雪寒対策、安全施設、市町村道に関することが業

務内容であり、主に道路の管理、メンテナンスに携わる部署である。

以上の道路３課の他に、道路事業に携わる外郭団体として、【図3.1-2】のように京都府道路公社が存在する。この京

都府道路公社では主に建設事業と管理事業を行っている。建設事業の内容としては、京都縦貫自動車道の建設を行うと

ともに、京都府からの受託事業として鳥取豊岡宮津自動車道の工事及び調査測量等を行っている。一方、管理事業の内

容としては、京都縦貫自動車道の京丹波わちＩＣ～宮津天橋立ＩＣ間において道路の管理及び道路料金の徴収業務を行

っている。
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【図3.1-1】道路３課の組織図

【図3.1-2】京都府道路公社の組織図

3.2.建設交通部における道路関係予算の位置づけ（平成20年度当初予算）

京都府で道路事業を所管する建設交通部の平成20年度一般会計当初予算額は【表3.2】のとおり819億円である。この

うち、道路事業に関する予算額は「道路橋りょう費」の全額である360億円と「都市計画費」に含まれる街路事業費と

しての44億円の計405億円となっている。よって、道路事業に関する予算は道路事業を所管する建設交通部予算額の

49.4％と約半分近くを占めていることになる。

なお、平成20年度から「企画費」という科目が新たに計上されているが、これは平成20年度の組織改正に伴い、交通

対策課が政策企画部から建設交通部に移管されたことにより、交通対策課の予算が建設交通部で計上されたものである。
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【表3.2】平成20年度 建設交通部一般会計当初予算額内訳

3.3.平成20年度道路関係の当初予算の内容

京都府建設交通部が「平成20年度 京都府建設交通部の概要」という冊子で公表している、平成20年度当初予算に占

める道路関係の主要事項は【表3.2】のとおりである。

道路事業には事業費の一部を国庫支出金で賄い事業を行う国庫補助事業と府単独の予算で事業を行う府単独事業があ

る。【表3.2】における公共事業費は国庫補助事業に関するものであり、単独公共事業費は府単独事業に関するものであ

る。

【表3.2】における「道路緊急安全確保小規模改良事業費」の10億円は平成20年度当初予算より新設された事業費で

ある。この事業費は全体的に縮小されている道路事業関係費において、府民の安心・安全を確保し、きめ細やかな小規

模道路改良等を実施するため、設けられたものである。思うに、わが国のモータリーゼーションが本格化しはじめた昭

和40年代において、急激に建設された道路も老朽化が深刻化してきており、道路の維持修繕に係る費用が今後は重大な

負担となることは明白である。よって、将来の道路事業を考える上で、道路の維持修繕や小規模な改良が、むしろ道路

の新設よりも重要な位置を占めることになるであろう。

【表3.2】平成20年度当初予算に占める道路関係の主要事項
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４ 道路事業の決算

4.1.平成19年度道路関係の決算内容

監査対象である平成19年度の建設交通部決算額は【表4.1】のとおり940億円である。このうち、道路事業に関する決

算額は「道路橋りょう費」の全額である426億円と「都市計画費」に含まれる街路事業費としての53億円の計479億円と

なっている。

なお、平成20年度の当初予算では建設交通部全体では819億円で、道路事業関係費では「道路橋りょう費」が360億円、

「都市計画費」に含まれる街路事業費としての44億円の計405億円と大幅に縮小されている。

【表4.1】平成19年度 建設交通部決算状況

第３ 外部監査の結果及び意見

１ 公共投資の実績

1.1.道路事業と財源内訳

公債の償還等も含んだ道路関係事業費の推移は【表1.1-1】のとおりである。なお、道路関係事業費を狭義に捉える

と、純粋な直接投資である「道路橋りょう費」と「街路費」を合算した金額であるが、ここでは広義に公債の償還や災

害復旧等道路に関係する支出全般を含めて道路関係事業費として捉えている。

この広義に捉えた道路関係事業費は平成10年の1,248億円をピークに、減少もしくは横ばいの傾向にあるが、その内

訳に占める「公債費」の割合が増加しているのがわかる。これは、これまで膨らんだ府債残高を圧縮するため、府債の

償還額よりも発行額が下回るように施策をとっているためである。よって、純粋な直接投資である「道路橋りょう費」

と「街路費」は道路関係事業費全体の減少割合以上に急激に減少しているのである。

このことは、人口減少が進んでいるわが国においてやむを得ないことであり、将来世代の負担を軽減するには、マク

ロ的には道路の安全・安心を確保するための支出を除き、さらなる道路事業関係費の抑制が必要であると考える。

したがって、将来的には道路の新設はこれまで以上に慎重を期すべきであり、余程の重要性がない限りは、計画の凍

結も検討する必要がある。よって、今後の道路事業は既存道路の維持・修繕や道路の安全・安心を確保するため等、目

的を明確に指定した改良が主たる業務になることになるであろう。

【表1.1-1】京都府における道路関係事業費の推移
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道路関係事業費財源内訳の推移は【表1.1-2】のとおりである。これによると、財源内訳に占める地方債の割合が減

少していることがわかる。これは、これまで道路事業を行なうに際して、一般財源や国庫支出金では不足する部分を府

債の発行により賄ってきたが、府債残高が京都府の財政を圧迫するため、府債の発行を抑制するようになったためであ

る。

【表1.1-2】京都府における道路関係事業費財源内訳の推移

道路関係事業費の歳出と財源の内訳をさらに細分化したのが【表1.1-3】である。これによると、歳出面全体では減

少傾向にあるが、公債費はそれとは反比例して増加していることがわかる。一方の財源面全体では減少傾向にあり、特

に国庫支出金は平成10年度では195億円であったのに対し、平成18年度では94億円と半分以下に急減しているのである。

これは国の財政が逼迫しており、いわゆる小泉改革において公共事業投資の抑制を図ったためである。また、地方債も

平成10年度では669億円であったのに対し、平成18年度では286億円とこれも半分以下に急減している。京都府において

も国と同様に財政が逼迫しており、府債の発行を抑制しているためである。

また、一般財源の多くを占める「自動車取得税」「軽油引取税」も、少子化による運転免許証の新規取得の減少や昨

今の経済情勢等を勘案すると、将来的には減少する要因は多数挙げられるが、増加する要因は見当たらないといった状

況にある。よって、今後の道路関係事業費の財源はさらに減少することは明らかであり、新規投資には慎重にならざる

を得ない状況にある。
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【表1.1-3】京都府における道路関係事業費の歳出・財源決算額内訳

1.2.府債の残高内訳

現在、京都府は満期一括償還（市場公募債）に移行を進めており、【図1.2】のように償還が始まる平成24年度までは

府債残高は上昇するが、公債費プログラムの取組みにより、平成25年度以降は減少に転じる予定になっている。
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【図1.2】府債残高の見込み
（単位：億円）

※ 上記数値は臨時財政対策債、災害復興関連起債除く。

京都府における府債の平成18年度末現在高ならびに平成19年度末及び平成20年度末現在見込額の内訳は【表1.2】の

とおりである。この内訳を見ると、府債残高の合計額は増加傾向にあるが、普通債及び災害復旧債は平成19年度末現在

見込額に比べ、平成20年度末現在見込額では減少する予定であることがわかる。また、道路事業に関係する土木の区分

も平成18年度末現在では7,987億円であったのが、平成20年度現在見込額では7,908億円まで減少する予定になっている。

【表1.2】府債の平成18年度末現在ならびに平成19年度末及び平成20年度末現在見込額


